
　　　　日　時：平成27年5月16日（土）　１5：00～20：30

　　　　場　所：高知サンライズホテル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成 27年度 高知県コンクリート診断士会

通 常 総 会



　　　　日　時：平成27年5月16日　（土）　15：00～20：30

　　　　場　所：高知サンライズホテル

〒780-0870　高知市本町2-2-31　Tel 088-822-1281

　　　■通常総会（15:00～16:00）

　　　　１．開会の挨拶

2.  新会員の紹介

3．議事

　　　　　3.1 第１号議案　　平成26年度事業報告、決算報告並びに監査報告承認の件

　　　　　3.2 第２号議案　　平成27年度事業計画（案）並びに平成27年度予算（案）

　　　　　3.4 第３号議案　　コンクリート診断士「倫理規定」について

　　　　　特別会員　徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部教授　橋本親典

　　　　　3.5 第４号議案　　その他

　　　  4．閉会の挨拶

　　　■研修会（16：00～18：00）

①自己治癒コンクリートに関する研究

愛媛大学大学院工学研究科　生産環境工学専攻　教授　氏家　勲

高知工科大学システム工学群　社会システムマネジメントシステムコース　教授　島　弘

　　　■懇親会（18:15～20:30）

式 次 第

平 成 27 度 高 知 県 コ ン ク リ ー ト 診 断 士 会 通 常 総 会 ・ 研 修 会

②構造力学入門その１

　　　　　3.3 第３号議案　　 会則の改定について



新会員紹介

入会（会員）

2015/4/13 宮地　稚奈 高知県高知土木事務所　道路管理課　

2015/4/14 山地　孝樹 四電技術コンサルタント

(特別会員）

2015/4/21 近藤　拓也　 高知高専　環境都市デザイン工学科准教授

（賛助会員）

株式会社　羽根産業社　　代表取締役　佃　幸壽

株式会社　ケーアイテクノ　代表取締役　今井　潔



　第１号議案　平成26年度事業報告、決算報告並びに監査報告承認の件

事業報告

１．役員会の開催

・第1回　2014年4月4日(金）　18:00～　サンピアセリーズ

1)2014年度コンクリート診断士受験対策講座の検討　2）ＪＣＤ会費値上げに伴う本会会費の値上げについて　

・第2回　2014年5月14日（木）　18:00～ サンピアセリーズ

1)コンクリート診断士受験対策講座について　２）ＪＣＤ役員について　３）Ｈ26年度通常総会について

・第3回　2014年7月14日(月)　17:30～サンピアセリーズ

1)第5回コンクリート技術研修会の検討 2)ｾﾒﾝﾄ協会等研修会参加について 3)第6回コンクリート技術研修会について

・第4回　2014年8月4日(月)　18：00～　サンピアセリーズ

1）第5回コンクリート技術研修会について　2)第6回コンクリート技術研修会について

･第5回　2014年9月1日(月）　18:00～　サンピアセリーズ

１）第5回コンクリート技術研修会について（事前準備等打合せ）

・第6回　2014年10月22日(水)　18:00～　サンピアセリーズ

1)第6回コンクリート技術研修会について 2)ｺﾝｸﾘｰﾄ診断士合格者について 3)JCD業務体験発表会の検討

４）補修・補強見学会の検討

･第７回　2015年1月21日(水)　18:00　サンピアセリーズ

・第8回　2015年2月16日(月)　18:00～

２．Ｈ２６年度通常総会・研修会の開催

日時・場所　：　2014年6月7日(土)　16:00～　高知サンライズホテル

賛助会員：大山(高知県環境工法研究会) 建通新聞：岡林

・研修会

1)ＰＣ道路橋の補修補強工事（グラウト再注入再緊張）　会員：浜渦　康博

2)内部振動機による締固めがｺﾝｸﾘｰﾄ中の空気量および耐凍害性に及ぼす影響について　会員：坂本久史

３．技術研修会

第5回コンクリート技術研修会

日時・場所　：　2014年9月12日(金)　13:00～17:00　サンピアセリーズ

聴講者：189名  + (会員・招待）22名　合計211名

1)インフラ長寿命化等に関する最近の動き

2)高知県でのコンクリート構造物の補修・補強事例

3)有害なひび割れ／無害なひび割れ〜その点検方法　「無人ヘリ調査のﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ」

４．平成26年度第2回コンクリート診断士受験対策講座

講師：木村克彦(JCD),橋本親典(徳島大大学院教授),島弘(高知工科大教授),横井克則(高知高専准教授)

５．ＪＣＤ定時社員総会

日時・場所：2014年5月27日（火）　日本コンクリート工学会11階会議室

講演：「地震被害と復旧、今後の対策」石橋忠良 東日本旅客鉄道㈱ JR東日本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱取締役会長

出席者：原田会長

6.講師派遣

1）（公社）高知県建設技術公社主催：Ｈ26年度工事技術者研修会　　横田副会長

2）（一社）高知県土木施工管理技士会主催：H26年度土木施工管理技術講習会　　横田副会長

1)第6回コンクリート技術研修会検討 2)2015年度コンクリート診断士受験対策について 3)H27通常総会に
ついて 4)診断士合格者について

梶　久夫　国土交通省四国地方整備局企画部　企画調査官

出席者：原田、横田、南、横山、三浦、岡林　計6名

参加者：(会員)今井、窪内、河西、山本、三浦、坂本、浜渦、安藤、原田、横田、平田、曽我、南、岡林、委任(6名）合計20名

日時・場所：2014年5月10日(土）、5月11日(日）9：00〜18：00　　高知ぢばさんセンター

1）Ｈ２７通常総会について　2)2015年コンクリート診断士受験対策講座について　3)浦戸大橋の補修・補強
見学会の検討　４）第6回コンクリート技術研修会について　５）技士会講習会の講師派遣について

出席者：原田、横田、南、三浦、浜渦、岡林　計4名

受講者：23名　＋　会員6名　合計29名

十河　茂幸　広島工業大学　大学院工学系研究科建築工学専攻　工学部　都市デザイン工学科　都市建設工学科　教授

出席者：原田、横田、横山、南、三浦、浜渦、岡林　計7名

出席者：原田、横田、横山、南、今井、河西、三浦、岡林　計8名

出席者:原田、横田、南、横山、河西　計5名

出席者：原田、横田、南、岡林　計4名

出席者：原田、横田、南、河西、三浦、岡林　計6名

道倉　直樹　高知県土木部　道路課　国道担当チーフ　技術士　建設部門

出席者：原田、横田、南、横山、河西、三浦、岡林　計7名



7．近況報告

1)平成27年度役員会

・第1回　2015年4月6日(月)18:00～　サンピアセリーズ

2)平成27年度第3回コンクリート診断士受験対策講座

日時、場所：2015年6月13日(土)、6月14（日）　高知県立地域職業訓練センター第4研修室

講師陣：橋本親典（徳島大大学院教授）、氏家勲（愛媛大学教授）

島弘(高知工科大学教授)　横井克則（高知高専教授）、近藤拓也(高知高専准教授）

3)浦戸大橋補修・補強工事見学会

日時、場所：2015年5月22日(金)　　浦戸大橋現地

参加者：約20名

4)平成27年度日本コンクリート診断士会総会

日時・場所2015年5月26日(火)　日本コンクリート工学会 原田会長出席

5）講師派遣

（一社）高知県土木施工管理主催：Ｈ27年度　土木施工管理技術講習会　　横田副会長　浜渦氏

・第2回 2015年4月30日(木)18：00～ｻﾝﾋﾟｱｾﾘｰｽﾞ 参加者：原田、横田、今井、河西、三浦、岡林　計6名

1)2015年度ｺﾝｸﾘｰﾄ診断士受験対策講座ｽｹｼﾞｭｰﾙについて　2)Ｈ27総会・研修会について３)第6回ｺﾝｸﾘｰ
ﾄ技術研修会について　4)ＪＣＩ四国ｲﾝﾌﾗﾄﾞｯｸについて 5）会則変更について

1）Ｈ27通常総会について　2）2015年度コンクリート診断士受験講座について　3）浦戸大橋補
修・補強工事見学について

参加者：原田、横田、南、濱渦、岡林　計5名







　第２号議案　平成27年度事業計画（案）、並びに平成27年度予算（案）

１．新規診断士資格取得者への入会の推進

2．コンクリート診断士受験対策講座の開催

3．ホームページの運用

4．総会開催

5．第6回コンクリート技術技術研修会の開催

6．会員間の情報共有

　　・ホームページの「会員ページ」を有効に使用し会員間の情報共有や資料の公開を

　　　積極的に行っていく。　　

7．親睦会

8．日本コンクリート診断士会や他地区の診断士会活動への参加

9．予算案

　　別紙　平成27年度収支予算（案）のとおり













高知県コンクリート診断士会会則

2008.7.11会則承認

2009.12.5改訂

2010.11.19改訂

2011. 6.18改訂

2013. 7.20改訂

第１章　総則 2014.6.7改訂(2015.4.1より施行）

　第１条（名称) 2015.5.16改訂（案）

　　　本会の名称は，「高知県コンクリート診断士会」（以下「本会」）という。

　第２条（事務局）

　　　本会は，事務局を株式会社サン土木コンサルタント内に置く。

第２章　目的および活動

　第３条（目的）

　　　本会は，社団法人日本コンクリート工学協会のコンクリート診断士制度の趣旨に基づき

　　診断士業務の進歩・改善，診断士の技術力向上，社会的地位の向上，診断士の品位の保持

　　コンクリート工学協会の診断士制度発展等コンクリート構造物の維持管理に関し，貢献す

　　ることを目的とする。

　第４条（活動）

　　　本会は，前条の目的を達成するために，次の活動を行う。

　　　１）一般会員,特別会員および賛助会員間の技術交流および情報交換

　　　２）日本コンクリート工学協会における診断士制度実施の支援

　　　３）コンクリート診断士の社会的地位の向上および処遇に関する事項

　　　４）コンクリート構造物の維持管理に関する最新技術情報の収集と一般会員，特別会員

　　　　　および賛助会員への配信

　　　５）一般会員，特別会員および賛助会員の知識および能力向上のための活動

　　　６）コンクリート診断士受験者への支援

　　　７）コンクリート構造物の維持管理業務を通じた社会への貢献

　　　８）一般会員，特別会員および賛助会員相互の親睦および連絡

　　　９）関係団体その他諸機関との連絡業務に関する事項

　  １０）その他，本会の目的達成のために必要と判断した活動

第３章　一般会員，特別会員および賛助会員

　第５条（一般会員）

　　　本会は，本会の規約第３条の目的に賛同し，かつ，原則として高知県下に勤務または居

　　住するコンクリート診断士を一般会員とする。また，本会の一般会員は，一般社団法人日

    本コンクリート診断士会の正会員として登録される。

  　２（特別会員）

　　　本会は，本会の規約第３条の目的に賛同し，学術的支援で，高知県コンクリート診断士

　　会の発展に寄与するコンクリート診断士を特別会員とする．また，本会の特別会員は，一

　　般社団法人日本コンクリート診断士会の正会員として登録される。

  　３（賛助会員）



　　　本会の規約第３条の目的に賛同し，当会の事業を賛助するため入会した法人会員で，本

　　会の事業活動には参加できるが，議決権は有しない。

　第６条（入会）

　　　一般会員および特別会員の本会への入会は，入会希望者が所定の手続きを行い，資格を

　　有することが確認された場合に入会を認める。ただし，会費等の納入の確認をもって一般

　　会員および特別会員とする。賛助会員の本会への入会は，役員会の承認を得た場合に入会

　　を認めるものとする。

　第７条（退会）

　　　一般会員および特別会員は，次の各号の一に該当する場合に退会する。

　　　１) 退会の届出を受理したとき。ただし，既に支払った会費の払戻しはしないものとす

　　　　　る。

　　　２) 死亡したとき

　　　３) コンクリート診断士の資格を喪失したとき。（失効しないよう有効期限の管理に注

　　　　　意）

　　　４) 除名されたとき

　　２  賛助法人会員は，次の各項の一に該当する場合に退会する。

　　　１) 退会の届出を受理したとき。ただし，既に支払った会費の払い戻しはしないものと

　　　　　する。

　　　２) 死亡または解散

　　　３) 除名されたとき

　　３　退会の届出は，会長に対し書面をもってしなければならない。

　　４　会費を２年にわたり会費を滞納したときは，役員会の決議によって退会したものとみ

 　　 なすことができる。

　　５　一般会員は，法または本規約に違反し，本会の秩序または信用を害し，また，その他

　　　診断士の品位を失うような行為をしたときは，総会または臨時総会の議決に基づき除名

　　　することができる。但し，その一般会員に対し総会または臨時総会の決議の前に弁明の

    　機会を与えなければならない。

第４章　役員

　第８条

　　　本会は、次の役員をおく。

　　　１）会長　　　　　１名

　　　２）副会長　　　　１名

　　　３）監査役　　　　２名

　　　４）広報　　　　　３名以内

　　　５）技術　　　　　５名程度

　　　６）会計　　　　　１名

　　　７）事務局長　　　１名

　　　８) 顧問          若干名

　第９条（役員の選出)

　　　役員の選任は，総会において選出する。

　　　１）会長は，役員会または５名以上の一般会員および特別会員の推薦する者から総会に

　　　　　おいて選出する。



　　　２）役員は，会長の推薦する者，または一般会員および特別会員立候補者から，総会に

　　　　　おいて選出する。

      ３）役員の任期は，選任されたときより２年後の総会までとする。但し再任は防げない。

　　　４）役員が第７条の規定により脱会した場合は，役員会は速やかに一般会員および特別

　　 　 　会員に通知し後任の後任の役員を選出する。ただし，後任役員の任期は，先任役員

　　　　　の残期間とする。

　第１０条（役員の職務)

　　　役員は，別に定める他，次の職務を有する。

　　　１）会長は，本会を代表し，会務を総括する。

　　　２）副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるときはその職務を代行し，会長が欠け

　　　　　たときは，その職務を行なう。

　　　３）総会および役員会の議長は，会長がこれを行う。

　　　４）監査役は，本会の会計及び業務監査する。

　　　５）広報は，本会の広報活動を行う。

　　　６）技術は，本会の受験対策講座や技術研修会活動を行う。

　　　７）会計は，本会の会計業務を行う。

　　　８）事務局長は，事務局を総括する。

　　　９) 顧問は，本会の活動全般にわたり必要な助言を行うことが出来る。

　第１１条

　　　本会は，顧問ならびに技術顧問を置くことが出来る。

　　　１）顧問は，本会の役員経験者または一般会員で，本会への協力に同意し，総会または

　　　　　臨時総会での承認を得て会長が委嘱する。

　　　２）技術顧問は，学識経験者の中から役員会で推薦し，総会または臨時総会での承認を

　　　　  得て会長がこれを委嘱する。

　　　３）顧問および技術顧問は，本会に対し技術活動を支援するとともに，必要な助言を行

　　　　　うことが出来る。

第５章　会議

　第１２条（会議の種類）

　　　本会に次の会議を置く

　　　１）総会

　　　２）役員会

　　　３）部会（広報部会、技術部会）

　第１３条（総会）

　　　総会は年１回開催し、次の事項を審議する。

　　　１）事業報告および収支決算

　　　２）事業計画および収支決算

　　　３）会則の改正

　　　４）役員の改選

　　　５）その他，総会が必要と認める事項

　第１４条（臨時総会）

　　　次の場合，臨時総会を会長が招集することができる。

　　　１）会長が必要と認めたとき



　　　２）一般会員および特別会員の１/３以上の要望があったとき

　第１５条（総会の議決）

　　　総会は，一般会員および特別会員の１/３以上の出席を要し，総会出席者の過半数をも

　　　って決議とする。但し委任状による出席を認める。

　第１６条（役員会）

　　　役員会は，会長，副会長，事務局長，広報，技術，会計，および顧問をもって構成し，

　　第４条の各項に関する事項等を審議の上実施する。議決事項は，役員の1/３以上の出席

　　を要し出席者の過半数を持って決議とする。役員会議事項は，一般会員および特別会員

　　に公開する。

第６章　会計

　第１７条（入会金）

　　　本会の一般会員および特別会員の入会金は２,０００円，賛助会員の入会金は１０,０００

　　円とし，入会時に納入する。原則として４月末日までに入金を行なう。銀行振込みによる振

　　込み手数料は会員個人が負担する。

　第１８条（年会費）

　　　本会の一般会員および特別会員の年会費は３,０００円，賛助会員の年会費は１０,０００

　　円とし，総会時に徴収する。やむを得ず，銀行振込みによる場合は振込手数料は一般会員お

　　よび特別会員個人が負担する。但し，会の運営上役員会が必要と認めた場合には臨時総会で

　　承認を得て臨時会費を徴収することができる。

　　　また，本会の一般会員および特別会員の年会費のうち年額８００円を一般社団法人日本コ

　　ンクリート診断士会の事業活動にあてる会費として納めることとする。

　第１９条 (会計年度）

　　　本会の会計年度は，毎年４月１日より翌年の３月末日とする。

　第２０条（決算）

　　　本会の決算は，毎会計年度終了後，速やかに決算書を事務局が作成し，監査役の監査を

　　経て，総会の承認を得なければならない。

第７章　事務局

　第２１条（事務局）

　　　本会の会務を処理するため，会長の下に事務局を置く。

　　　１）事務局に必要な事項は，会長がこれを決する。

　　　２）事務局には，常に規約，役員名簿，一般会員，特別会員および賛助会員名簿，事業

　 　　　 報告書，収支決算書，財産目録，事業計画書，収支予算書等の書類を備えておかな

　　 　　 ければならない。ただし，これに代わる書類および帳票を揃えたときはこの限りで

　　　　　はない。

第８章　その他

　第２２条（会則）

　　　この会則の執行にあたり必要な規定および事項は、役員会の決議により、別に定める。

　　　１）この会則は、一般会員，特別会員または役員からの要請により役員会において出席

　　　　した役員の２/３以上の同意，または１/３以上の一般会員および特別会員の要請をも

　　 　 って発議し，総会において出席した一般会員および特別会員の２/３以上の議決がなけ



　　　　れば変更することができない。

　　　２）この会則は，平成２０年８月１日に発行する。

　第２３条（会の運営）

　　　会は，原則としてインターネットで運営するものとする。

　以　上


